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(57)【要約】
【課題】駆動電源を切った後に液晶の配向が固定されて
残る不安定要素を低減し、良好な
表示品位を実現し、長期信頼性を高める。
【解決手段】駆動電源を切った後に、第１の電極４８５
に残留した電荷によりできる電界
を遮蔽するため、第１の電極と重ねて第２の電極４９２
を設ける。第２の電極は第１の電
極の面積の７０％以上と重ねる。また、第１の電極が保
持容量５０５を構成する電極のと
きには、第２の電極は保持容量の面積の９０％以上と重
ねる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電極と、
　前記第１の電極上の絶縁膜と、前記絶縁膜に設けられた前記第１の電極に達する深さの
開口部と、
　前記絶縁膜上に形成され、前記開口部を介して前記第１の電極と接続するゲート配線と
、
　前記絶縁膜上に設けられた第２の電極と、前記第２の電極の上方に設けられた液晶層と
、を有し、
　前記第２の電極は前記第１の電極の電界を前記液晶層から遮蔽するように設けられてい
ることを有することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタで構成された回路を有する半導体装置およびその作製方法に
関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装置およびその様な電気光学装置
を部品として搭載した電子機器に関する。
【０００２】
　なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装
置全般を指し、電気光学装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置である。
【０００３】
　なお、本明細書中において素子基板とは、半導体特性を利用した素子が設けられた基板
全般を指す。素子としては、例えば、薄膜トランジスタ、ＭＯＳトランジスタ、ダイオー
ドがある。
【背景技術】
【０００４】
　近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程度）を用
いて薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタは
ＩＣや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に液晶表示装置のスイッチ
ング素子として開発が急がれている。
【０００５】
　液晶表示装置において、高品位な画像を得るために、画素電極をマトリクス状に配置し
、画素電極の各々に接続するスイッチング素子としてＴＦＴを用いたアクティブマトリク
ス型液晶表示装置が注目を集めている。
【０００６】
　また、アクティブマトリクス型液晶表示装置の表示性能の面から画素には大きな保持容
量を持たせるとともに、高開口率化が求められている。各画素が高い開口率を持つことに
より光利用効率が向上し、表示装置の省電力化および小型化が達成できる。
【０００７】
　近年、画素サイズの微細化が進み、より高精細な画像が求められている。画素サイズの
微細化は１つの画素に占めるＴＦＴ及び配線の形成面積が大きくなり画素開口率を低減さ
せている。
【０００８】
　そこで、規定の画素サイズの中で各画素の高開口率を得るためには、画素の回路構成に
必要な回路要素を効率よくレイアウトすることが不可欠である。
【０００９】
　さらに、低コスト化の流れの中で開口率の高い画素を少ないマスク数で実現することが
求められている。
【００１０】
　また、アクティブマトリクス型液晶表示装置において、信頼性という観点において、長
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期使用しても、液晶の配向が変化せず、一定の表示を行うことが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記技術を達成しようとして種々研究を行った結果、以下の構造の液晶表示装置を実現
した。
【００１２】
　まず、少ないマスク数で画素開口率の高い液晶表示装置を実現するために、図１６及び
図１７の上面図に示す画素構造を作製した。図１７は図１６の部分拡大図である。図１６
の上面図を鎖線Ａ―Ａ’で切断した断面を図９に示す。図１６及び図１７の上面図を鎖線
Ｃ―Ｃ’で切断した断面を図２に示す。
【００１３】
　図１６及び図１７の構成において、第１の電極４８５は第１の半導体膜４８４とゲート
絶縁膜を介して交差してゲート電極としての機能を有する。また、第１の電極４８５及び
第２の半導体膜４９３を容量電極とし、ゲート絶縁膜を誘電体膜として保持容量を形成す
る。つまり、第１の電極はゲート電極及び容量電極としての機能を兼ねている。そして、
ゲート配線４８１は第１の電極４８５と開口部（コンタクトホール）で接続されている。
【００１４】
　また、第２の電極４９２は第２の半導体膜４９３とコンタクトホールを介して接続して
いる。かつ、第２の電極４９２は画素電極４９１と接する領域を有する。第２の電極４９
２により、第２の半導体膜４９３は画素電極４９１と同電位になる。
【００１５】
　よって、保持容量を構成する電極は、ゲート配線とコンタクトホールを介して接続する
第１の電極はゲート電位を、第２の電極４９２とコンタクトホールを介して接続する第２
の半導体膜は画素電極４９１の電位を有する。
【００１６】
　図１６及び図１７の構成は第１の電極（ゲート電極、兼容量電極）４８５、ゲート配線
４８１、ソース配線４８３、画素電極４９１といった、ＴＦＴ素子の配線、電極を３枚の
フォトマスクで形成し、同時にこの３枚のフォトマスクで保持容量をも形成していること
が特徴である。また、ソース配線４８３上に絶縁膜（図示せず）を介して画素電極４９１
を重ねることができるので開口率を高くすることができる。図１６において、４３μｍ×
１２６μｍのＶＧＡの画素で５４％もの開口率を達成している。
【００１７】
　しかしながら、上記の液晶表示装置においては、第１の電極４８５上方の液晶の配向が
駆動電源を切った後も残るという現象が観察されて、長期信頼性という面で不安を残した
。以下に、この現象を実験結果に基づいて説明する。
【００１８】
　図１６及び図１７の画素部を有する透過型の液晶表示装置の駆動電源を入れる前と、ビ
デオ電圧を±１Ｖ印加しているときと、駆動電源を切った後の液晶表示装置の画素部の配
向とを観察した結果を図２０～図２１に示す。図２０は液晶配向の顕微鏡写真である。図
２１はゲート配線４８１付近の液晶配向を図示したものである。図１７と同じ要素は図２
１において同じ数字で示す。
【００１９】
　透過型の液晶表示装置の液晶はポジ型の液晶であるメルク社製のＺＬＩ４７９２を用い
ている。配向膜は日産化学社製のＳＥ７７９２を用いている。液晶の配向はＴＮ方式であ
る。配向の観察は光学顕微鏡において液晶表示装置を反射光と透過光が同時に入射するよ
うにしている。顕微鏡の光学系を調節して、透過光に対しても、反射光に対しても偏光板
がクロスニコルの配置となるようにしている。液晶の配向変化が見やすいように、対向基
板にはあえて遮光膜を設けなかった。
【００２０】
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　駆動電源を入れる前（図２０（Ａ）、図２１（Ａ））は、第１の電極４８５上方の液晶
配向において特異的な現象は見られなかった。
【００２１】
　次いで、ソース配線から画素ＴＦＴを介してビデオ電圧を画素電極に印加しているとき
の液晶の配向を調べた。
【００２２】
　ゲート反転駆動によりビデオ電圧を±１Ｖ印可しているときの配向を、図２０（Ｂ）、
図２１（Ｂ）に示す。ビデオ電圧の値が液晶のしきい値以下のため、画素電極４９１上方
の液晶はスイッチングしない。ゲート配線４８１及び第１の電極４８５上方の液晶は＋８
Ｖ若しくは―８Ｖのゲート電圧が印加されるため、液晶が電界に対し応答し、液晶の長軸
が基板面に対し垂直に配向している。液晶が電界により応答し、垂直に配向するためクロ
スニコルの偏光板下で黒く見える領域６０１がある。液晶の配向は、画素電極、ゲート配
線、第１の電極、対向電極の電位に応じたものであり、何ら特異な配向を示したわけでは
ない。
【００２３】
　しかしながら、駆動電源を切った後に液晶の配向に特異な現象がみられた。
【００２４】
　駆動電源を切った後の液晶の配向を図２０（Ｃ）、図２１（Ｃ）に示す。第１の電極４
８５上方の液晶の配向が固定されて残っていた。特に、数回の試験において、保持容量上
方の液晶が駆動電源を切っても、配向が固定されて残っている傾向があった。この領域を
６０２で示す。液晶の配向領域６０２は駆動電源を切ったのち、画素電極４９１上方の液
晶配向と同様の状態にまで緩和するのに１０分～１５分の時間がかかった。
【００２５】
　次に、８５℃の高温で液晶の信頼性の試験を行った。所定の画像を長時間表示した後に
、駆動電源を切って液晶の配向を調べた。
【００２６】
　ここで、液晶の信頼性試験を行った結果を示す。信頼性試験が１００時間経過した後の
室温での配向写真を図１８～図１９に示す。図１８は配向写真を示す。
図１９は画素部における液晶の配向を図示したものである。図１９において、図１７と同
じ要素は同じ数字で示す。観察は室温で行っている。
【００２７】
　信頼性試験が１００時間経過した後に駆動電源を切っても、第１の電極４８５上方の液
晶の配向が固定されていた（図１８（Ａ）、図１９（Ａ））。液晶の配向が固定された領
域を６０３で示す。
【００２８】
　また、ゲート反転駆動によりビデオ電圧を±１Ｖ印可しているときの配向を、図１８（
Ｂ）、図１９（Ｂ）に示す。ゲート配線４８１及び第１の電極４８５は―８Ｖのゲート電
圧が印加されるため、上方の液晶が電界に対し応答し、液晶の長軸が基板面に対し垂直に
配向している。液晶が電界により応答し、垂直に配向するためクロスニコルの偏光板下で
黒く見える領域６０４がある。
【００２９】
　次に、駆動電源を切った後の液晶の配向を図１８（Ｃ）、図１９（Ｃ）に示す。ビデオ
電圧を±１Ｖ印可しているときに、第１の電極４８５上方に見られた液晶の配向のうち一
部が固定されていた。駆動電源を切ったのちも残る液晶の配向領域を６０５で示す。
【００３０】
　このように、高温で信頼性試験をした後も、第１の電極上方、言い換えれば保持容量の
上方で液晶の配向が駆動電源を切っても固定されて残るという現象が見られた。
【００３１】
　駆動電源を切った後に、第１の電極４８５上方の液晶の配向が元の状態に緩和する時間
は信頼性試験が経過するにつれて長くなった。１０００時間の信頼性試験を終えた後では
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、液晶が画面全体に渡り、均一な配向となるまでの時間が１時間を越えた。信頼性試験が
１０００時間を経過しても、液晶の配向が固定された領域が出る位置は、変わらず、第１
の電極上方であった。
【００３２】
　このように、高温での信頼性試験において、駆動電源を切った後の液晶の緩和時間が長
くなる傾向があった。この様な結果があると、特に、投影型の液晶表示装置で、駆動電源
を切ったのちの液晶の配向緩和時間が長くなる可能性がでてくる。
【００３３】
　駆動電源を切った後に特異な配向が残る現象は、不安定要素として除去する必要がある
。このような不安定要素があると液晶表示装置の長期信頼性を確保できるか難しくなるか
らである。
【００３４】
　製品化をする上では、このような不安定な配向は対向基板に遮光膜を設けて隠す必要が
ある。しかしながら、対向基板に遮光膜を設けると対向基板と素子基板とのアライメント
ずれにより開口率が低下し、表示品位の低下をもたらすおそれが生じる。
【００３５】
　かつ、反射型の液晶表示装置のときは、外光を利用して表示を行い、液晶表示装置の電
源を切った後も表示光は目に入るため、液晶の配向の緩和に時間がかかると、使用者の目
に液晶の緩和過程による明暗の変化がそのまま認識される。反射型の液晶表示装置は明る
さを稼ぐために対向基板に遮光膜を設けないことが多いため、なおさら、駆動電源を切っ
た後の配向の緩和過程が透過型の液晶表示装置に比べ認識されやすい。
【００３６】
　そこで、本発明は駆動電源を切った後に液晶の配向が固定されて残る不安定な要素を除
去し、表示品位を向上し及び長期信頼性を確保する液晶表示装置を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００３７】
　上述した従来技術の課題を解決するための手段を、以下に詳細に説明する。
【００３８】
　まず、発明者らは第１の電極、及び、第１の電極を一方の電極として形成した保持容量
の上方の液晶の配向が駆動電源を切った後に残る原因を考えた。原因として、駆動電源を
切った後も第１の電極に電荷が残り、この第１の電極に残った電荷によってできる電界に
沿って液晶が配向していると考えた。
【００３９】
　第１の電極に電荷が残る理由は、第１の電極とゲート配線４８１が、コンタクトホール
を介して接続していることから、接触抵抗が高く、構造的な要因から第１の電極上の電荷
が放電されにくかったためと考えた。
【００４０】
　本発明は、駆動電源を切った後に、第１の電極上に残留した電荷によりできる電界を第
２の電極により遮蔽する。これにより、電極上に残留した電荷によりできる電界により、
液晶の配向が変化し、その配向が固定されて残る現象を低減する。
【００４１】
　本発明は、駆動電源を切った後に液晶の配向を固定させて残さないため、素子構造を工
夫した。本発明の、画素部の上面図を図４及び図５に示す。画素部において、本発明の特
徴を示す断面図を図１に示す。図１及び図４及び図５において、図１６及び図１７と同じ
要素は同じ数字で示している。図１において、鎖線Ｂ―Ｂ’は、図４及び図５の上面図を
鎖線Ｂ―Ｂ’で切断したものである。
【００４２】
　本発明では、図４のように、第１の電極４８５の上方に、第２の電極４９２を重ねてい
ることが特徴である。すると、駆動電源を切った後に固定されて残る液晶の配向が実用に
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問題のない範囲にまで低減することがわかった。このとき、第１の電極４８５の面積の７
０％が第２の電極４９２と重なるようにした。
【００４３】
　また、第２の電極４９２は、保持容量の面積の９０％と重なるようにした。
【００４４】
　図３に保持容量５０５となる領域を示す。保持容量は、コンタクトホール８０５を介し
てゲート配線４８１に接する第１の電極４８５と、コンタクトホール８０４を介して第２
の電極４９２に接する第２の半導体膜４９３とを電極として、ゲート絶縁膜を誘電体膜と
して形成される。
【００４５】
　まず、本発明を適用したときの、駆動電源を切った後の液晶の配向を説明する。本発明
の透過型の液晶表示装置の駆動前の画素部の液晶の配向と、ビデオ電圧を±１Ｖ印加して
いるときの液晶の配向と、駆動電源を切った後の液晶の配向とを図１２～図１３に示す。
【００４６】
　図１２は顕微鏡の写真、図１３はこの顕微鏡の写真を説明する上面図である。
【００４７】
　図１２（Ａ）と図１３（Ａ）は、駆動電源を入れる前の液晶の配向を、偏光顕微鏡を通
して確認したものである。液晶は画素部の全体に渡り、一様なツイスト配向をしている。
【００４８】
　図１２（Ｂ）と図１３（Ｂ）は、透過型の液晶表示装置にビデオ電圧を±１Ｖ印加して
いるときの液晶の配向を、偏光顕微鏡を通して確認したものである。第１の電極４８５上
方に、第２の電極４９２を重ねている。このため、第１の電極４８５によりできる電界は
第２の電極により遮蔽されている。
【００４９】
　第２の電極４９２は画素電極４９１と同電位であり、液晶のしきい値以下の電圧が印加
されているため、第２の電極上方の液晶はスイッチングしない。
【００５０】
　ゲート配線４８１上方は、―８Ｖ若しくは＋８Ｖの電圧が印加されているため、液晶が
電界に対し、応答している。この領域を６０６で示す。
【００５１】
　そして、駆動電源を切った。図１２（Ｃ）と図１３（Ｃ）は、駆動電源を切った後の液
晶の配向を示す。第１の電極４８５上方の液晶の配向は通常の配向に戻っていた。
【００５２】
　図１２（Ｃ）の写真の左寄りにある画素で、接続電極４８０上に黒く見えるのは、感光
性材料をパターニングして形成された柱状スペーサであり、液晶の配向が乱れているわけ
ではない。
【００５３】
　次に、図示してはいないが、ビデオ電圧を±５Ｖの振幅で印加して、駆動電源を切った
。それでも、第１の電極上方の液晶は通常の配向に戻っており、特異な配向はなかった。
【００５４】
　また、８５℃の高温において液晶表示装置の１００時間の信頼性試験を行った後の液晶
の配向を図１０及び図１１に示す。１００時間駆動して駆動電源を切った直後（図１０（
Ａ）、図１１（Ａ））と、ビデオ電圧を±１Ｖに設定して数分駆動して（図１０（Ｂ）、
図１１（Ｂ））駆動電源を切った後（図１０（Ｃ）、図１１（Ｃ））とも、液晶の配向が
固定された領域は見られなかった。つまり、図１１（Ａ）及び図１１（Ｃ）に示すように
、第１の電極４８５上方の液晶の配向に特に異常は無い。図１１（Ｂ）において、駆動時
にゲート配線の電圧により液晶がスイッチングしている領域を６０６で示す。
【００５５】
　図示してはいないが、±５Ｖの振幅のビデオ電圧を印加した後に駆動電源を切っても、
液晶の配向は速やかに、通常の状態に戻った。
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【００５６】
　駆動電源を切った後の、第１の電極４８５上方の液晶の配向を、図１０（Ｃ）
と、図１８（Ｃ）において比較すると本発明の有用性が良くわかる。つまり、本発明によ
り、図１８（Ｃ）において見られた、第１の電極４８５上方の液晶の配向が固定された領
域がほとんどなくなり、駆動電源を切っても液晶の配向が速やかに、元に戻った。
【００５７】
　図１８（Ｃ）及び図１９（Ｃ）において、駆動電源を切った後に配向が固定されて残る
領域が実用に問題のない範囲にまで低減した。本発明では、第１の電極４８５の面積の７
０％が第２の電極４９２と重なっている。もちろん、第１の電極４８５の面積と重なる第
２の電極４９２の面積を増やすほど、液晶の配向が固定されて残る領域が少なくなる。
【００５８】
　同時に、保持容量の面積の９０％が第２の電極４９２と重なっている。もちろん、保持
容量の面積と重なる第２の電極４９２の面積を増やすほど、液晶の配向が固定されて残る
領域が少なくなる。
【００５９】
　上述の現象の原理を、図１及び図２を用いて説明する。
【００６０】
　図２は、本発明との比較のために用いる図である。図２の素子構造の断面図は図１６及
び図１７の上面図を鎖線Ｃ-Ｃ’で切断したものである。
【００６１】
　図２において、液晶表示装置の対向基板は、基板７０１と、基板７０１に形成された透
明電極をパターニングしてできる対向電極７０２よりなる。対向基板とアクティブマトリ
クス基板には配向膜７０３が形成されている。配向膜のラビング方向７０５及び７０６は
直交するものとする。液晶はツイスト角が９０°のツイスト配向をしている。
【００６２】
　液晶表示装置をビデオ電圧を±５Ｖにしてゲートライン反転で駆動しているときの液晶
の配向を図２（Ａ）に示す。ドレイン電極４８２及び画素電極４９１と対向電極７０２の
間には－５Ｖの電圧差があり、ゲート配線４８１は―８Ｖの電圧がかかっており、上方の
液晶分子は基板面に対し垂直に配向している。第１の電極４８５上方は、第１の層間絶縁
膜４７２及び第２の層間絶縁膜４７３による電圧損失は若干あるものの、液晶にしきい値
電圧以上の電圧がかかり、液晶が電界により応答している。第２の電極４９２上方は第２
の電極４９２に接する画素電極の電位である＋５Ｖがかかっている。
【００６３】
　駆動電源を切った後の液晶の配向を図２（Ｂ）に示す。第１の電極４８５に電荷が残留
し、複数の電極と第１の電極４８５の間にできる電界にしたがって液晶分子７０７が配向
する。つまり、第１の電極４８５の上方に液晶分子７０７の配向が固定されたまま残る。
【００６４】
　保持容量５０５は第１の電極を用いて形成されるため、言い換えれば保持容量の上方に
、液晶分子７０７の配向が固定されたまま残る。
【００６５】
　画素電極４９１、ドレイン電極、ゲート配線４８１上方の液晶分子７０７は通常の配向
に戻る。
【００６６】
　駆動電源を切った後に、図２（Ｂ）のように液晶の配向が固定されて残るのは、第１の
電極４８５とゲート配線４８１が、コンタクトホールを介して接続していることから、接
触抵抗等が高く、構造的な要因から第１の電極上の電荷が放電されにくかったためと考え
られる。
【００６７】
　本発明の、画素部における特徴を示す断面を図１に示す。図１の断面図は、図４及び図
５の画素部を有するアクティブマトリクス基板を用いて、透過型の液晶表示装置を作製し
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たものである。図４及び図５のアクティブマトリクス基板を鎖線Ｂ―Ｂ’で切断した断面
を示している。
【００６８】
　図１において、液晶表示装置の対向基板は、基板７０１と基板７０１に形成された透明
電極をパターニングしてできる対向電極７０２よりなる。対向基板とアクティブマトリク
ス基板には配向膜７０３が形成されている。配向膜のラビング方向７０５及び７０６は直
交する。基板間には液晶が注入されている。
【００６９】
　液晶表示装置をビデオ電圧を±５Ｖにしてゲートライン反転で駆動しているときの液晶
の配向を図１（Ａ）に示す。ドレイン電極４８２及び画素電極４９１は－５Ｖの電位を有
する。隣接する画素の画素電極と接する第２の電極４９２は＋５Ｖの電位を有する。ゲー
ト配線４８１は―８Ｖの電位を有する。液晶分子７０７が基板面に対し垂直に配向するの
に十分な電圧がかかっている。
【００７０】
　駆動電源を切った後の液晶の配向を図１（Ｂ）に示す。第１の電極４８５上に残留した
電荷があっても、第２の電極４９２によりこの電荷による電界が遮蔽される。このため、
第１の電極４８５上方の液晶の配向は電圧が０Ｖの時に示す、ツイスト配向をしている。
【００７１】
　液晶分子の配向を図１（Ｂ）と図２（Ｂ）において比較すると、本発明の効果が良く分
かる。本発明を適用した、図１（Ｂ）の構成は、駆動電源を切った後に第１の電極４８５
に電荷が残留してできる電界を第２の電極４９２が遮蔽し、液晶層に電界が漏洩するのを
防止する効果がある。これにより、駆動電源を切ったのちに、液晶の配向が固定されて残
らず、もとの配向に戻る。
【００７２】
　本発明により、配向が固定されて残るような不安定な要素を低減することができた。
【００７３】
　本発明は、液晶表示装置に代表される電気光学装置に適用可能である。電界を印加する
ことにより、表示を行う半導体装置に広く適用可能である。
【発明の効果】
【００７４】
　以上のように、本発明を用いれば、第１の電極上に残留した電荷によりできる電界を第
２の電極により遮蔽することにより、電極上に残留した電荷によりできる電界により、液
晶の配向が変化し、駆動電源を切った後もその配向が固定されて残る現象を低減させるこ
とができる。これにより、長期信頼性が高く、表示品位の良好な表示装置を実現すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の原理を説明する図。
【図２】本発明の原理を説明するための比較の図。
【図３】本発明の画素部上面図を示す図。
【図４】本発明の画素部上面図を示す図。
【図５】本発明の画素部上面図を示す図。
【図６】液晶表示装置を示す断面図。
【図７】薄膜トランジスタの作製工程断面図を示す図。
【図８】薄膜トランジスタの作製工程断面図を示す図。
【図９】薄膜トランジスタの作製工程断面図を示す図。
【図１０】本発明の液晶表示装置を高温信頼性試験にかけた後の液晶の配向を示す写真。
【図１１】本発明の液晶表示装置を高温信頼性試験にかけた後の液晶の配向を示す上面図
。
【図１２】本発明の液晶表示装置の液晶の配向を示す写真。
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【図１３】本発明の液晶表示装置の液晶の配向を示す上面図。
【図１４】本発明の画素部上面図を示す図。
【図１５】本発明の画素部断面図を示す図。
【図１６】画素部上面図を示す図。
【図１７】画素部上面図を示す図。
【図１８】液晶表示装置を高温信頼性試験にかけた後の液晶の配向を示す写真。
【図１９】液晶表示装置を高温信頼性試験にかけた後の液晶の配向を示す上面図。
【図２０】液晶表示装置の液晶の配向を示す写真。
【図２１】液晶表示装置の液晶の配向を示す上面図。
【図２２】電子機器の一例を示す図。
【図２３】電子機器の一例を示す図。
【図２４】電子機器の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　本発明の実施形態について、図１、図５を用いて以下に説明する。図５はアクティブマ
トリクス基板の画素部の上面図を示す。図１は図５の画素部の上面図をＢ―Ｂ’で切断し
た断面を示す。
【００７７】
　アクティブマトリクス基板は、行方向に配置されたゲート配線４８１と、列方向に配置
されたソース配線４８３と、ゲート配線とソース配線の交差部近傍の画素ＴＦＴを有する
画素部と、ｎチャネル型ＴＦＴやｐチャネル型ＴＦＴを有する駆動回路とを含む。なお、
ゲート配線とはゲート配線４８１がゲート電極４８５と電気的に接続したものを示す。
【００７８】
　図５のように、画素部においては、第１の半導体膜４８４と第２の半導体膜４９３が形
成されている。第１の半導体膜４８４は実用に際しＴＦＴ素子の活性層として機能する。
第２の半導体膜４９３は後述する保持容量５０５の容量電極として機能する。
【００７９】
　ゲート絶縁膜（図示しない）を形成後、ゲート絶縁膜に接するように、第１の電極４８
５、ソース配線４８３を形成する。
【００８０】
　絶縁膜として、第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜（図示しない）を形成する。第１
の層間絶縁膜は酸化珪素、酸化窒化珪素のような無機膜を用いる。第１の層間絶縁膜の膜
厚は１０ｎｍ～４００ｎｍとする。第２の層間絶縁膜はアクリル樹脂膜、ポリイミド樹脂
膜、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）膜のような有機樹脂膜を用いる。第２の層間絶縁膜の
膜厚は０．８～１．６μｍとする。第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜の二層を合わせ
た膜厚は２．０μｍ以下と薄い。第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜の比誘電率は３．
０～４．０である。
【００８１】
　次に、第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜をパターニングして、コンタクトホール８
０１～８０５を形成する。
【００８２】
　次に、導電体膜を形成後、パターニングによりゲート配線４８１、接続電極４８０、第
２の電極４９２、ドレイン電極４８２を形成する。
【００８３】
　コンタクトホール８０１と８０２により、第１の半導体膜４８４とソース配線４８３が
接続電極４８０を介して電気的に接続する。
【００８４】
　コンタクトホール８０３により、第１の半導体膜４８４とドレイン電極４８２が電気的
に接続する。
【００８５】
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　コンタクトホール８０４により、第２の半導体膜４９３と第２の電極４９２が電気的に
接続する。
【００８６】
　コンタクトホール８０５により第１の電極４８５とゲート配線４８１が電気的に接続す
る。
【００８７】
　次に、透明電極をパターニングして、画素電極４９１をドレイン電極４８２、第２の電
極４９２に重なるように形成する。
【００８８】
　保持容量については、画素毎に設けられた第２の半導体膜４９３と第１の電極４８５を
電極とする。ゲート絶縁膜（図示せず）を保持容量の誘電体膜として機能する。第２の半
導体膜４９３は画素電極４９１と同電位になる。第１の電極４８５はゲート配線と同電位
になる。
【００８９】
　ここで、第２の電極４９２が第１の電極４８５の面積の７０％以上と重なるようにする
。または、第２の電極の代りに、画素電極４９１又は画素電極及び第２の電極が、第１の
電極４８５の面積の７０％以上と重なるようにしても良い。つまり、導電性を有する半導
体膜が第１の電極の面積の７０％以上と重なるようにする。
【００９０】
　また第１の層間絶縁膜及び第２の層間絶縁膜が積層された絶縁膜上に第２の電極４９２
が保持容量の面積の少なくとも９０％以上と重なるようにすると良い。
【００９１】
　本実施形態では、透過型の液晶表示装置を示したが、ドレイン電極を反射率の高いアル
ミ、銀等で形成し、画素電極の機能を持たせて、反射型の液晶表示装置とすることも可能
である。
【００９２】
　本実施形態のように、第１の層間絶縁膜と第２の層間絶縁膜の積層である絶縁膜の膜厚
が２．０μｍ以下と薄いときは、残留した電荷によりできる電界が液晶に分圧されてかか
り、駆動電源を切った後も液晶の配向が固定されて残りやすい。
【００９３】
　しかしながら、本実施の形態によれば、駆動電源を切った後に第１の電極、および第１
の電極から形成される保持容量の上方の液晶の配向は速やかにもとに戻る。
【００９４】
　これは、駆動電源を切った後に電極に残留した電荷による電界を導電体膜（第２の電極
）で遮蔽し、液晶層に電界が漏洩するのを防ぐことができるからである。
【００９５】
　以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行う
こととする。
【実施例１】
【００９６】
　本発明の実施例を図７～９を用いて説明する。ここでは、画素部の画素ＴＦＴおよび保
持容量と、表示領域の周辺に設けられる駆動回路のＴＦＴを同時に作製する方法について
工程に従って詳細に説明する。
【００９７】
　本実施例では、画素部のスイッチング素子である画素ＴＦＴと、画素部の周辺に設けら
れる駆動回路（信号線駆動回路、走査線駆動回路等）のＴＦＴを同一基板上に作製する方
法について工程に従って説明する。但し、説明を簡単にするために、駆動回路部にはその
基本構成回路であるＣＭＯＳ回路を、画素部の画素ＴＦＴにはｎチャネル型ＴＦＴとを、
ある経路に沿った断面により図示することにする。
【００９８】
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　まず、図７（Ａ）に示すように、コーニング社の＃７０５９ガラスや＃１７３７ガラス
などに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガ
ラスから成る基板４００上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜
などの絶縁膜から成る下地膜４０１を形成する。例えば、プラズマＣＶＤ法でＳｉＨ4、
ＮＨ3、Ｎ2Ｏから作製される酸化窒化シリコン膜４０１ａを１０～２００nm（好ましくは
５０～１００nm）形成し、同様にＳｉＨ4、Ｎ2Ｏから作製される酸化窒化水素化シリコン
膜４０１ｂを５０～２００ｎｍ（好ましくは１００～１５０nm）の厚さに積層形成する。
本実施例では下地膜４０１を２層構造として示したが、前記絶縁膜の単層膜または２層以
上積層させた構造として形成しても良い。
【００９９】
　島状半導体膜４０２～４０６は、非晶質構造を有する半導体膜をレーザー結晶化法や公
知の熱結晶化法を用いて作製した結晶質半導体膜で形成する。この島状半導体膜４０２～
４０６の厚さは２５～８０ｎｍ（好ましくは３０～６０ｎｍ）
の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシ
リコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）合金などで形成すると良い。
【０１００】
　レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製するには、パルス発振型または連続発光型の
エキシマレーザーやＹＡＧレーザー、ＹＶＯ4レーザーを用いる。これらのレーザーを用
いる場合には、レーザー発振器から放射されたレーザー光を光学系で線状に集光し半導体
膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選択するものであるが、
エキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数３０Ｈｚとし、レーザーエネルギー密
度を１００～４００mJ/cm2(代表的には２００～３００mJ/cm2)とする。また、ＹＡＧレー
ザーを用いる場合にはその第２高調波を用いパルス発振周波数１～１０ｋＨｚとし、レー
ザーエネルギー密度を３００～６００mJ/cm2(代表的には３５０～５００mJ/cm2)とすると
良い。
そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザー光を基板全
面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合わせ率（オーバーラップ率）を８０
～９８％として行う。
【０１０１】
　次いで、島状半導体膜４０２～４０６を覆うゲート絶縁膜４０７を形成する。
ゲート絶縁膜４０７はプラズマＣＶＤ法またはスパッタ法を用い、厚さを４０～１５０ｎ
ｍとしてシリコンを含む絶縁膜で形成する。本実施例では、１２０ｎｍの厚さの酸化窒化
シリコン膜で形成する。勿論、ゲート絶縁膜はこのような酸化窒化シリコン膜に限定され
るものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。例
えば、酸化シリコン膜を用いる場合には、プラズマＣＶＤ法でＴＥＯＳ（Tetraethyl Ort
ho Silicate）とＯ2とを混合し、反応圧力４０Pa、基板温度３００～４００℃とし、高周
波（１３．５６MHz）電力密度０．５～０．８W/cm2で放電させて形成することができる。
このようにして作製される酸化シリコン膜は、その後４００～５００℃の熱アニールによ
りゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。
【０１０２】
　そして、ゲート絶縁膜４０７上にゲート電極を形成するための第１の導電膜４０８と第
２の導電膜４０９とを形成する。本実施例では、第１の導電膜４０８をＴａＮで５０～１
００ｎｍの厚さに形成し、第２の導電膜４０９をＷで１００～３００ｎｍの厚さに形成す
る。
【０１０３】
　Ｗ膜を形成する場合には、Ｗをターゲットとしたスパッタ法で形成する。その他に６フ
ッ化タングステン（ＷＦ6）を用いる熱ＣＶＤ法で形成することもできる。いずれにして
もゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、Ｗ膜の抵抗率は２０μ
Ωｃｍ以下にすることが望ましい。Ｗ膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図るこ
とができるが、Ｗ中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗化す
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る。このことより、スパッタ法による場合、純度９９．９９９９％のＷターゲットを用い
、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十分配慮してＷ膜を形成するこ
とにより、抵抗率９～２０μΩｃｍを実現することができる。
【０１０４】
　なお、本実施例では、第１の導電膜４０８をＴａＮ、第２の導電膜４０９をＷとしたが
、いずれもＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕから選ばれた元素、または前記元素を主成
分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をド
ーピングした多結晶シリコン膜に代表される半導体膜を用いてもよい。本実施例以外の組
み合わせとしては、第１の導電膜をタンタル（Ｔａ）で形成し、第２の導電膜をＷとする
組み合わせ、第１の導電膜を窒化タンタル（ＴａＮ）で形成し、第２の導電膜をＡｌとす
る組み合わせ、第１の導電膜を窒化タンタル（ＴａＮ）で形成し、第２の導電膜をＣｕと
する組み合わせなどがある。
【０１０５】
　次に、レジストによるマスク４１０～４１５を形成し、電極及び配線を形成するための
第１のエッチング処理を行う。本実施例ではＩＣＰ（Inductively Coupled Plasma：誘導
結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング用ガスを混合し、１Paの圧力でコイル
型の電極に５００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成して行う。基板側
（試料ステージ）にも１００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイ
アス電圧を印加する。エッチングガスを適宜選択することによりＷ膜及びＴａＮ膜とも同
程度にエッチングされる。
【０１０６】
　上記エッチング条件では、レジストによるマスクの形状を適したものとすることにより
、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層及び第２の導電層の端部がテ
ーパー部の角度が１５～４５°のテーパー形状となる。ゲート絶縁膜上に残渣を残すこと
なくエッチングするためには、１０～２０％程度の割合でエッチング時間を増加させると
良い。Ｗ膜に対する酸化窒化シリコン膜の選択比は２～４（代表的には３）であるので、
オーバーエッチング処理により、酸化窒化シリコン膜が露出した面は２０～５０nm程度エ
ッチングされることになる。こうして、第１のエッチング処理により第１の導電層と第２
の導電層から成る第１の形状の導電層４１７～４２２（第１の導電層４１７ａ～４２２ａ
と第２の導電層４１７ｂ～４２２ｂ）を形成する。４１６はゲート絶縁膜であり、第１の
形状の導電層４１７～４２２で覆われない領域は２０～５０nm程度エッチングされ薄くな
った領域が形成される。
【０１０７】
　そして、第１のドーピング処理を行い、ｎ型を付与する不純物元素を添加する。（図７
（Ｂ））ドーピングの方法はイオンドープ法若しくはイオン注入法で行えば良い。イオン
ドープ法の条件はドーズ量を１×１０13～５×１０14atoms/cm2とし、加速電圧を６０～
１００ｋｅＶとして行う。ｎ型を付与する不純物元素として１５族に属する元素、典型的
にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）を用いるが、ここではリン（Ｐ）を用いる。この場合
、導電層４１７～４２０がｎ型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的
に第１の不純物領域４２３～４２６が形成される。第１の不純物領域４２３～４２６には
１×１０20～１×１０21atomic/cm3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加する。
【０１０８】
　次に、図７（Ｃ）に示すように第２のエッチング処理を行う。ＩＣＰエッチング法を用
い、反応性ガスをチャンバーに導入して、コイル型の電極に所定のＲＦ電力(13.56MHz)を
供給し、プラズマを生成して行う。基板側（試料ステージ）には低めのＲＦ（13.56MHz）
電力を投入し、第１のエッチング処理に比べ低い自己バイアス電圧を印加する。Ｗ膜を異
方性エッチングして第２の形状の導電層４２７～４３２を得る。
【０１０９】
　さらに、図７（Ｃ）に示すように第２のドーピング処理を行う。この場合、第１のドー
ピング処理よりもドーズ量を下げて高い加速電圧の条件としてｎ型を付与する不純物元素
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をドーピングする。例えば、加速電圧を７０～１２０ｋｅＶとし、１×１０13/cm2のドー
ズ量で行い、図７（Ｂ）で島状半導体膜に形成された第１の不純物領域の内側に新たな不
純物領域を形成する。ドーピングは、第２の形状の導電層４２７～４３０を不純物元素に
対するマスクとして用い、第１の導電層４２７ａ～４３０ａの下側の領域にも不純物元素
が添加されるようにドーピングする。こうして、第１の導電層４２７ａ～４３０ａと重な
る第２の不純物領域４３３～４３７を形成する。ｎ型を付与する不純物元素は、第２の不
純物領域で１×１０17～１×１０18 atomic/cm3の濃度となるようにする。
【０１１０】
　図８（Ａ）のように、ゲート絶縁膜４１６をエッチングすることで同時に第１の導電層
であるＴａＮがエッチングされて後退するので第３の形状の導電層４３８～４４３（第１
の導電層４３８ａ～４４３ａと第２の導電層４３８ｂ～４４３ｂ）を形成する。４４４は
ゲート絶縁膜であり第３の形状の導電層４３８～４４３で覆われない領域はさらに２０～
５０nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。
【０１１１】
　図８（Ａ）において、第１の導電層４３８ａ～４４１ａと重なる第３の不純物領域４４
５～４４９と、第３の不純物領域の外側にある第４の不純物領域４５０～４５４が形成さ
れる。これにより第３の不純物領域及び第４の不純物領域におけるｎ型を付与する不純物
元素の濃度は第２の不純物領域におけるｎ型を付与する不純物元素の濃度とほぼ等しくな
る。
【０１１２】
　そして、図８（Ｂ）に示すように、ｐチャネル型ＴＦＴを形成する島状半導体膜４０３
、４０６に一導電型とは逆の導電型の第４の不純物領域４５８～４６１を形成する。第３
の形状の導電層４３９、４４１を不純物元素に対するマスクとして用い、自己整合的に不
純物領域を形成する。このとき、ｎチャネル型ＴＦＴを形成する島状半導体膜４０２、４
０４、４０５はレジストマスク４５５～４５７で全面を被覆しておく。不純物領域４５８
～４６１にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、ジボラン（Ｂ2Ｈ6）を用い
たイオンドープ法により、そのいずれの領域においても不純物濃度を２×１０20～２×１
０21atoms/cm3となるようにする。
【０１１３】
　以上の工程により、それぞれの島状半導体膜に不純物領域が形成される。島状半導体膜
と重なる導電層４３８～４４１がＴＦＴのゲート電極として機能する。
また、４４２はソース配線、４４３は駆動回路内の配線として機能する。なお、本発明の
第１の電極４８５はゲート電極を形成する導電層４４１のことをいう。
【０１１４】
　こうして導電型の制御を目的として図８（Ｃ）に示すように、それぞれの島状半導体膜
に添加された不純物元素を活性化する工程を行う。この工程はファーネスアニール炉を用
いる熱アニール法で行う。その他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニ
ール法（ＲＴＡ法）を適用することができる。熱アニール法では酸素濃度が１ｐｐｍ以下
、好ましくは０．１ｐｐｍ以下の窒素雰囲気中で４００～７００℃、代表的には５００～
６００℃で行うものであり、本実施例では５００℃で４時間の熱処理を行う。ただし、４
３８～４４３に用いた配線材料が熱に弱い場合には、配線等を保護するため層間絶縁膜（
シリコンを主成分とする）を形成した後で活性化を行うことが好ましい。
【０１１５】
　さらに、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３００～４５０℃で１～１２時間の熱
処理を行い、島状半導体膜を水素化する工程を行う。この工程は熱的に励起された水素に
より半導体膜のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プ
ラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【０１１６】
　そして、図９のように、第１の層間絶縁膜４７２を酸化窒化シリコン膜で１００～２０
０ｎｍの厚さで形成する。その上に有機絶縁物材料から成る第２の層間絶縁膜４７３とし



(14) JP 2013-164604 A 2013.8.22

10

20

30

40

50

てアクリル樹脂膜又はポリイミド樹脂膜を１．８μｍの厚さで形成する。次いで、コンタ
クトホールを形成するためのエッチング工程を行う。
【０１１７】
　次に、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成する。これは、Ｔｉ膜を５０～
１５０nmの厚さで形成し、島状半導体膜のソースまたはドレイン領域を形成する半導体膜
とコンタクトを形成し、そのＴｉ膜上に重ねてアルミニウム（Ａｌ）を３００～４００nm
の厚さで形成し、さらにＴｉ膜または窒化チタン（ＴｉＮ）膜を１００～２００nmの厚さ
で形成して３層構造とした。
【０１１８】
　そして、駆動回路部において島状半導体膜のソース領域とコンタクトを形成するソース
配線４７４～４７６、ドレイン領域とコンタクトを形成するドレイン配線４７７～４７９
を形成する。
【０１１９】
　また、画素部においては、接続電極４８０、ゲート配線４８１、ドレイン電極４８２、
第２の電極４９２を形成する。本実施例においては、第１の電極４８５の面積の７０％が
第２の電極と重なるようにした。
【０１２０】
　接続電極４８０は、ソース配線４８３と第１の半導体膜４８４と電気的に接続する。図
示してはいないが、ゲート配線４８１は第１の電極４８５とコンタクトホールにより電気
的に接続する。ドレイン電極４８２は第１の半導体膜４８４のドレイン領域と電気的に接
続する。第２の電極４９２は第２の半導体膜４９３と電気的に接続し、第２の半導体膜４
９３を保持容量５０５の電極として機能させる。
【０１２１】
　その後、透明導電膜を全面に形成し、フォトマスクを用いたパターニング処理およびエ
ッチング処理により画素電極４９１を形成する。画素電極４９１は、第２の層間絶縁膜４
７３上に形成され、画素ＴＦＴのドレイン電極４８２、第２の電極４９２と重なる部分を
設け、接続構造を形成している。
【０１２２】
　透明導電膜の材料は、酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）や酸化インジウム酸化スズ合金（Ｉ
ｎ2Ｏ3―ＳｎＯ2；ＩＴＯ）などをスパッタ法や真空蒸着法などを用いて形成して用いる
ことができる。このような材料のエッチング処理は塩酸系の溶液により行う。しかし、特
にＩＴＯのエッチングは残渣が発生しやすいので、エッチング加工性を改善するために酸
化インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）を用いても良い。酸化インジウム酸化亜
鉛合金は表面平滑性に優れ、ＩＴＯに対して熱安定性にも優れているので、ドレイン電極
４８２の端面で接触するＡｌとの腐蝕反応を防止できる。同様に、酸化亜鉛（ＺｎＯ）も
適した材料であり、さらに可視光の透過率や導電率を高めるためにガリウム（Ｇａ）を添
加した酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などを用いることができる。
【０１２３】
　このようにして、透過型の液晶表示装置に対応したアクティブマトリクス基板を完成さ
せることができる。
【０１２４】
　以上のようにして、ｎチャネル型ＴＦＴ５０１、ｐチャネル型ＴＦＴ５０２、ｎチャネ
ル型ＴＦＴ５０３を有する駆動回路部と、画素ＴＦＴ５０４、保持容量５０５とを有する
画素部を同一基板上に形成することができる。本明細書中ではこのような基板を便宜上ア
クティブマトリクス基板と呼ぶ。
【０１２５】
　駆動回路部のｎチャネル型ＴＦＴ５０１はチャネル形成領域４６２、ゲート電極を形成
する導電層４３８と重なる第３の不純物領域４４５（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の外側
に形成される第４の不純物領域４５０（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン領域と
して機能する第１の不純物領域４２３を有している。
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ｐチャネル型ＴＦＴ５０２にはチャネル形成領域４６３、ゲート電極を形成する導電層４
３９と重なる第５の不純物領域４４６、ソース領域またはドレイン領域として機能する第
６の不純物領域４５１を有している。ｎチャネル型ＴＦＴ５０３にはチャネル形成領域４
６４、ゲート電極を形成する導電層４４０と重なる第３の不純物領域４４７（ＧＯＬＤ領
域）、ゲート電極の外側に形成される第４の不純物領域４５２（ＬＤＤ領域）とソース領
域またはドレイン領域として機能する第１の不純物領域４２５を有している。
【０１２６】
　画素部の画素ＴＦＴ５０４にはチャネル形成領域４６５、第１の電極４８５と重なる第
３の不純物領域４４８（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の外側に形成される第４の不純物領
域４５３（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン領域として機能する第１の不純物領
域４２６を有している。また、保持容量５０５の一方の電極として機能する半導体膜４９
３にはｐ型を付与する不純物元素が添加されている。第１の電極４８５とその間の絶縁層
（ゲート絶縁膜と同じ層）とで保持容量を形成している。
【０１２７】
　図９の鎖線Ａ―Ａ’、鎖線Ｄ―Ｄ’で切断した断面は、図５の上面図を鎖線Ａ―Ａ’、
鎖線Ｄ―Ｄ’で切断した断面に対応する。
【０１２８】
　第２の電極４９２を第１の電極４８５の面積の７０％と広い面積で重ねることで、本実
施例のアクティブマトリクス基板を用いて透過型の液晶表示装置を作製したときに、駆動
電源を切った後に配向が固定されて残る不安定な要因を低減することができた。
【実施例２】
【０１２９】
　実施例１で作製したアクティブマトリクス基板の作製方法を反射型の液晶表示装置に適
用することができる。
【０１３０】
　まず、実施例１の図７～図８にしたがって工程を進め、図８（Ｃ）の構造を得る。
【０１３１】
　そして、図１５のように、第１の層間絶縁膜４７２を酸化窒化シリコン膜で１００～２
００ｎｍの厚さで形成する。その上に有機絶縁物材料から成る第２の層間絶縁膜４７３と
してアクリル樹脂膜又はポリイミド膜を１．８μｍの厚さで形成する。次いで、コンタク
トホールを形成するためのエッチング工程を行う。
【０１３２】
　次に、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成する。これは、Ｔｉ膜を５０～
１５０nmの厚さで形成し、島状半導体膜のソースまたはドレイン領域を形成する半導体膜
とコンタクトを形成し、そのＴｉ膜上に重ねてアルミニウム（Ａｌ）を３００～４００nm
の厚さで形成し、さらにＴｉ膜または窒化チタン（ＴｉＮ）膜を１００～２００nmの厚さ
で形成して３層構造とした。
【０１３３】
　そして、駆動回路部において島状半導体膜のソース領域とコンタクトを形成するソース
配線４７４～４７６、ドレイン領域とコンタクトを形成するドレイン配線４７７～４７９
を形成する。
【０１３４】
　また、画素部においては、接続電極４８０、ゲート配線４８１、ドレイン電極４８２を
形成する。本実施例においては、ドレイン電極４８２が反射型液晶表示装置の画素電極と
しての機能を有している。ドレイン電極４８２が第１の電極４８５の面積の７０％と重な
る。
【０１３５】
　保持容量については、画素毎に設けられた第２の半導体膜４９３と第１の電極４８５を
電極とする。ゲート絶縁膜（４４４）は保持容量の誘電体膜として機能する。第２の半導
体膜４９３は画素電極４９１と同電位になる。第１の電極４８５はゲート配線と同電位に
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なる。
【０１３６】
　接続電極４８０は、ソース配線４８３と第１の半導体膜４８４と電気的に接続する。図
示してはいないが、ゲート配線４８１は第１の電極４８５とコンタクトホールにより電気
的に接続する。ドレイン電極４８２は第１の半導体膜４８４のドレイン領域と電気的に接
続する。かつ、ドレイン電極４８２は第２の半導体膜４９３と電気的に接続し、第２の半
導体膜４９３を保持容量５０５の電極として機能させる。
【０１３７】
　このようにして、反射型の液晶表示装置に対応したアクティブマトリクス基板を完成さ
せることができる。
【０１３８】
　以上のようにして、ｎチャネル型ＴＦＴ５０１、ｐチャネル型ＴＦＴ５０２、ｎチャネ
ル型ＴＦＴ５０３を有する駆動回路部と、画素ＴＦＴ５０４、保持容量５０５とを有する
画素部を同一基板上に形成することができる。本明細書中ではこのような基板を便宜上ア
クティブマトリクス基板と呼ぶ。
【０１３９】
　駆動回路部のｎチャネル型ＴＦＴ５０１はチャネル形成領域４６２、ゲート電極を形成
する導電層４３８と重なる第３の不純物領域４４５（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の外側
に形成される第４の不純物領域４５０（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン領域と
して機能する第１の不純物領域４２３を有している。
ｐチャネル型ＴＦＴ５０２にはチャネル形成領域４６３、ゲート電極を形成する導電層４
３９と重なる第５の不純物領域４４６、ソース領域またはドレイン領域として機能する第
６の不純物領域４５１を有している。ｎチャネル型ＴＦＴ５０３にはチャネル形成領域４
６４、ゲート電極を形成する導電層４４０と重なる第３の不純物領域４４７（ＧＯＬＤ領
域）、ゲート電極の外側に形成される第４の不純物領域４５２（ＬＤＤ領域）とソース領
域またはドレイン領域として機能する第１の不純物領域４２５を有している。
【０１４０】
　画素部の画素ＴＦＴ５０４にはチャネル形成領域４６５、ゲート電極を形成する導電層
（第１の電極）４８５と重なる第３の不純物領域４４８（ＧＯＬＤ領域）、ゲート電極の
外側に形成される第４の不純物領域４５３（ＬＤＤ領域）とソース領域またはドレイン領
域として機能する第１の不純物領域４２６を有している。また、保持容量５０５の一方の
電極として機能する半導体膜４９３にはｐ型を付与する不純物元素が添加されている。第
１の電極４８５とその間の絶縁層（ゲート絶縁膜と同じ層）とで保持容量を形成している
。
【０１４１】
　図１４の上面図の鎖線Ｅ―Ｅ’、鎖線Ｆ―Ｆ’で切断した断面は、図１５の断面図の鎖
線Ｅ―Ｅ’、鎖線Ｆ―Ｆ’に対応する。
【０１４２】
　本実施例のアクティブマトリクス基板を実施例１の方法にしたがって、反射型の液晶表
示装置にすることができる。このとき、第２の電極を第１の電極４８５の面積の７０％に
重ねることで、電極上に残留した電荷による電界を遮蔽し、液晶層に電界が漏洩すること
を防ぐことが出来る。
【実施例３】
【０１４３】
　本実施例では、実施例１で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリ
クス型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図６を用いる。
【０１４４】
　まず、実施例１に従い、図９の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図９のアク
ティブマトリクス基板上に配向膜５１２を形成しラビング処理を行う。
なお、本実施例では配向膜５１２を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパタ
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ーニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサを所望の位置に形成
した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。
【０１４５】
　次いで、対向基板５０８を用意する。この対向基板には、着色層、遮光層が各画素に対
応して配置されたカラーフィルタが設けられている。また、駆動回路の部分にも遮光層を
設けた。このカラーフィルタと遮光層とを覆う平坦化膜を設けた。次いで、平坦化膜上に
透明導電膜からなる対向電極５１０を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜５１１を
形成し、ラビング処理を施した。
【０１４６】
　そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシー
ル材５１３で貼り合わせる。シール材５１３にはフィラーが混入されていて、このフィラ
ーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その後、
両基板の間に液晶材料５１４を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液
晶材料５１４には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図６に示すアクティブ
マトリクス型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基
板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、公知の技術を用いて偏光板等を適宜
設けた。そして、公知の技術を用いてＦＰＣを貼りつけた。
【０１４７】
　以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いること
ができる。
【実施例４】
【０１４８】
　上記各実施例１乃至３のいずれか一を実施して形成されたＴＦＴは様々な電気光学装置
に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに
本発明を適用できる。
【０１４９】
　その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ヘッド
マウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ
、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子
書籍等）などが挙げられる。それらの一例を図２２、図２３及び図２４に示す。
【０１５０】
　図２２（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２、
表示部２００３、キーボード２００４等を含む。本発明を表示部２００３に適用すること
ができる。
【０１５１】
　図２２（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１
０３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。本発明を
表示部２１０２に適用することができる。
【０１５２】
　図２２（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１
、カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含む
。本発明は表示部２２０５に適用できる。
【０１５３】
　図２２（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アー
ム部２３０３等を含む。本発明は表示部２３０２に適用することができる。
【０１５４】
　図２２（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレ
ーヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０４
、操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉ
ｇｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲ
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ームやインターネットを行うことができる。
本発明は表示部２４０２に適用することができる。
【０１５５】
　図２２（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５０
３、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。本発明を表示部２５０２に
適用することができる。
【０１５６】
　図２３（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、投射装置２６０１、スクリーン２６
０２等を含む。本発明は投射装置２６０１の一部を構成する液晶表示装置２８０８に適用
することができる。
【０１５７】
　図２３（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体２７０１、投射装置２７０２、ミラ
ー２７０３、スクリーン２７０４等を含む。本発明は投射装置２７０２の一部を構成する
液晶表示装置２８０８に適用することができる。
【０１５８】
　なお、図２３（Ｃ）は、図２３（Ａ）及び図２３（Ｂ）中における投射装置２６０１、
２７０２の構造の一例を示した図である。投射装置２６０１、２７０２は、光源光学系２
８０１、ミラー２８０２、２８０４～２８０６、ダイクロイックミラー２８０３、プリズ
ム２８０７、液晶表示装置２８０８、位相差板２８０９、投射光学系２８１０で構成され
る。投射光学系２８１０は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の
例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図２３（Ｃ）中に
おいて矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、
位相差を調節するためのフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１５９】
　また、図２３（Ｄ）は、図２３（Ｃ）中における光源光学系２８０１の構造の一例を示
した図である。本実施例では、光源光学系２８０１は、リフレクター２８１１、光源２８
１２、レンズアレイ２８１３、２８１４、偏光変換素子２８１５、集光レンズ２８１６で
構成される。なお、図２３（Ｄ）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。
例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相
差を調節するフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０１６０】
　ただし、図２３に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場
合を示しており、反射型の電気光学装置での適用例は図示していない。
【０１６１】
　図２４（Ａ）は携帯電話であり、本体２９０１、音声出力部２９０２、音声入力部２９
０３、表示部２９０４、操作スイッチ２９０５、アンテナ２９０６等を含む。本発明を表
示部２９０４に適用することができる。
【０１６２】
　図２４（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、３００
３、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。本発明は表
示部３００２、３００３に適用することができる。
【０１６３】
　図２４（Ｃ）はディスプレイであり、本体３１０１、支持台３１０２、表示部３１０３
等を含む。本発明は表示部３１０３に適用することができる。本発明のディスプレイは特
に大画面化した場合において有利であり、対角１０インチ以上（特に３０インチ以上）の
ディスプレイには有利である。
【０１６４】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用すること
が可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～３のどのような組み合わせからな
る構成を用いても実現することができる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 2013-164604 A 2013.8.22

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年3月26日(2013.3.26)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＦＴを有する画素と、前記画素を複数有する画素部と、を有する表示装置であって、
　前記画素は、
　第１の電極と、
　前記第１の電極と同層に設けられた第１の配線と、
　前記第１の電極上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上の第２の電極と、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号を供給する機能を有し、
　前記ＴＦＴのソースまたはドレインは、前記第２の電極と同層に設けられた第２の配線
を介して前記第１の配線と電気的に接続され、
　前記第２の電極は、前記第１の電極及び前記第１の配線と重なる領域を有し、
　前記第１の電極の一部は、容量素子の一方の電極を構成していることを特徴とする表示
装置。
【請求項２】
　ＴＦＴを有する画素と、前記画素を複数有する画素部と、を有する表示装置であって、
　前記画素は、
　半導体膜と、
　前記半導体膜と重なる領域を有する第１の電極と、
　前記第１の電極と同層に設けられた第１の配線と、
　前記第１の電極上の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上の第２の電極と、を有し、
　前記第１の配線は、ソース信号を供給する機能を有し、
　前記ＴＦＴのソースまたはドレインは、前記第２の電極と同層に設けられた第２の配線
を介して前記第１の配線と電気的に接続され、
　前記第２の電極は、前記第１の電極及び前記第１の配線と重なる領域を有し、
　前記第１の電極の一部は、容量素子の一方の電極を構成し、
　前記半導体膜は、前記容量素子の他方の電極を構成していることを特徴とする表示装置
。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第２の電極は、前記絶縁膜に設けられた開口部を介して前記半導体膜と電気的に接
続されていることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記第２の電極は、画素電極と電気的に接続されていることを特徴とする表示装置。
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